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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を輸送する第１輸送機、及び前記第１輸送機から受け渡された前記物品を輸送する
第２輸送機の運行計画を管理する運行管理装置であって、
　前記第１輸送機の現在位置を示す第１位置情報を取得する情報取得部と、
　前記第１位置情報が示す前記第１輸送機の現在位置が、前記第１輸送機から前記第２輸
送機に前記物品を受け渡す中継位置から所定の範囲内になった時点で、前記第１輸送機の
現在位置の周辺領域を拡大して表示部に表示させる運行管理部と、
　を有する運行管理装置。
【請求項２】
　前記情報取得部は、前記第２輸送機の現在位置を示す第２位置情報をさらに取得し、
　前記運行管理部は、前記第１位置情報が示す前記第１輸送機の現在位置が、前記中継位
置から所定の範囲内になった時点で、前記第２輸送機の周辺領域を詳細化して前記表示部
に表示させる、
　請求項１に記載の運行管理装置。
【請求項３】
　前記運行管理部は、前記第２輸送機の周辺領域の建物名及び地名を前記表示部に表示さ
せる、
　請求項２に記載の運行管理装置。
【請求項４】
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　前記運行管理部は、前記第２輸送機が前記中継位置に到達する予定時刻に前記第１輸送
機が到達するべき位置まで前記第１輸送機が到達した時点で、前記第１輸送機の周辺領域
を詳細化して前記表示部に表示させる、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の運行管理装置。
【請求項５】
　前記運行管理部は、前記第１輸送機又は前記第２輸送機に異状が発生した場合に、異状
が発生した前記第１輸送機又は前記第２輸送機の周辺領域を拡大して前記表示部に表示さ
せる、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の運行管理装置。
【請求項６】
　物品を輸送する第１輸送機と、
　前記第１輸送機と異なる経路で前記物品を輸送する第２輸送機と、
　前記第１輸送機及び前記第２輸送機の運行計画を管理する運行管理装置と、
　を備え、
　前記第１輸送機及び前記第２輸送機は、
　　現在位置を特定する現在位置特定部と、
　　前記現在位置特定部が特定した現在位置を前記運行管理装置に通知する通知部と、
　を有し、
　前記運行管理装置は、
　物品を輸送する第１輸送機、及び前記第１輸送機から受け渡された前記物品を輸送する
第２輸送機の運行計画を管理する運行管理装置であって、
　前記第１輸送機の現在位置を示す第１位置情報を取得する情報取得部と、
　前記第１位置情報が示す前記第１輸送機の現在位置が、前記第１輸送機から前記第２輸
送機に前記物品を受け渡す中継位置から所定の範囲内になった時点で、前記第１輸送機の
現在位置の周辺領域を拡大して表示部に表示させる運行管理部と、
　を有する運行管理システム。
【請求項７】
　コンピュータが実行する、物品を輸送する第１輸送機、及び前記第１輸送機から受け渡
された前記物品を輸送する第２輸送機の運行計画を管理する運行管理方法であって、
　前記第１輸送機の現在位置を示す第１位置情報を取得するステップと、
　前記第１位置情報が示す前記第１輸送機の現在位置が、前記第１輸送機から前記第２輸
送機に前記物品を受け渡す中継位置から所定の範囲内になった時点で、前記第１輸送機の
現在位置の周辺領域を拡大して表示部に表示させるステップと、
　を有する運行管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の種別の輸送機の運行を管理するための運行管理装置、運行管理システ
ム、及び運行管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、荷物を運搬するトラックのルートを管理する運行管理システムが知られている。
特許文献１には、積荷に応じて最適なルートを選択可能な運行管理システムが開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１４９１９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　荷物の運搬先によっては、船舶、飛行機及び陸上車両等のように複数種類の輸送機を使
用する必要が生じる場合がある。例えば、離島の家に荷物を運搬する場合、船舶、飛行機
及び陸上車両を組み合わせて使用することが考えられる。しかしながら、従来の技術では
、一台のトラックが荷物を運搬することが想定されていたので、複数種類の輸送機を使用
する場合に最適なルートを選択することができないという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、複数種類の輸送機を使用し
て荷物を運搬する場合に好ましいルートを決定することができる運行管理装置、運行管理
システム、及び運行管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様の運行管理装置は、物品を輸送する第１輸送機、及び前記第１輸送
機から受け渡された前記物品を輸送する第２輸送機の運行計画を管理する。運行管理装置
は、前記第１輸送機の現在位置を示す第１位置情報と、前記第２輸送機の現在位置を示す
第２位置情報と、前記物品の配送先を示す配送先情報とを取得する情報取得部と、前記第
１位置情報、前記第２位置情報及び前記配送先情報に基づいて、前記第１輸送機が輸送す
る前記物品を前記第２輸送機に受け渡しできる複数の中継位置から使用中継位置を選択す
ることにより運行計画を作成する運行管理部と、を有する。
【０００７】
　前記情報取得部は、前記第１輸送機が複数の前記中継位置のそれぞれまで移動する複数
の経路上の気象状態を示す第１気象情報をさらに取得し、前記運行管理部は、前記第１気
象情報にさらに基づいて前記使用中継位置を選択してもよい。
【０００８】
　前記情報取得部は、前記第２輸送機が前記複数の中継位置のそれぞれから前記配送先ま
で移動する複数の経路上の気象状態を示す第２気象情報をさらに取得し、前記運行管理部
は、前記第２気象情報にさらに基づいて前記使用中継位置を選択してもよい。
【０００９】
　前記情報取得部は、前記第２輸送機が前記複数の中継位置のそれぞれから前記配送先ま
で移動する複数の経路上の通行状況を示す通行状況情報をさらに取得し、前記運行管理部
は、前記通行状況情報にさらに基づいて前記使用中継位置を選択してもよい。
【００１０】
　前記情報取得部は、前記第２輸送機が前記複数の中継位置のそれぞれから前記配送先ま
で移動する複数の経路の地形を示す地形情報をさらに取得し、前記運行管理部は、前記地
形情報にさらに基づいて前記使用中継位置を選択してもよい。
【００１１】
　前記運行管理部は、前記物品の発送元の位置、前記物品の配送先の位置、及び前記物品
の個数の少なくともいずれかに基づいて、陸上輸送機、飛行輸送機及び水上輸送機のうち
から前記第１輸送機及び前記第２輸送機を選択してもよい。
【００１２】
　前記運行管理部は、前記物品の発送元の位置、前記物品の配送先の位置、及び前記物品
の個数の少なくともいずれかに基づいて、前記中継位置において前記物品を受け渡すか否
かを決定してもよい。
【００１３】
　前記運行管理部は、前記第１輸送機の現在位置から前記中継位置までの距離と前記第１
輸送機の移動速度との関係、及び前記第２輸送機の現在位置から前記中継位置までの距離
と前記第２輸送機の移動速度との関係に基づいて、前記第１輸送機が前記中継位置に到達
する前に前記第２輸送機が前記中継位置に到達するように、前記第１輸送機及び前記第２
輸送機の運行計画を作成してもよい。
【００１４】
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　前記情報取得部は、複数の前記第２輸送機に対応する複数の前記第２位置情報を取得し
、前記運行管理部は、前記複数の第２位置情報に基づいて、前記複数の第２輸送機のうち
少なくとも一台の前記第２輸送機を、前記第１輸送機が前記中継位置に到達する前に前記
中継位置に到達させてもよい。
【００１５】
　前記情報取得部は、前記第２輸送機が前記中継位置に移動する前に通過する地点を示す
通過地点情報をさらに取得し、前記運行管理部は、前記情報取得部が取得した前記通過地
点情報に基づいて、前記第２輸送機が前記中継位置に到達するまでの運行計画を作成して
もよい。
【００１６】
　前記第１輸送機又は前記第２輸送機が飛行輸送機であり、前記情報取得部は、海上を移
動する船舶の現在位置を示す情報をさらに取得し、前記運行管理部は、前記第１輸送機又
は前記第２輸送機の飛行経路が前記船舶から所定の距離以上離れるように前記運行計画を
作成してもよい。
【００１７】
　 前記運行管理部は、前記物品を輸送中の前記第１輸送機の現在位置に基づいて、前記
第１輸送機の現在位置及び前記第２輸送機の現在位置を表示部に表示させる際の縮尺を変
化させてもよい。
【００１８】
　前記運行管理部は、前記第１輸送機の現在位置に基づいて、前記第１輸送機の現在位置
の周辺エリアの表示態様を変化させてもよい。前記運行管理部は、例えば、前記第１輸送
機が前記中継位置から所定の範囲内に到達した時点で、前記第１輸送機の現在位置の周辺
エリアを詳細化して表示させる。
【００１９】
　本発明の第２の態様の運行管理システムは、物品を輸送する第１輸送機と、前記第１輸
送機と異なる経路で前記物品を輸送する第２輸送機と、前記第１輸送機及び前記第２輸送
機の運行計画を管理する運行管理装置と、を備え、前記第１輸送機及び前記第２輸送機は
、現在位置を特定する現在位置特定部と、前記現在位置特定部が特定した現在位置を前記
運行管理装置に通知する通知部と、を有し、前記運行管理装置は、前記第１輸送機の現在
位置を示す第１位置情報と、前記第２輸送機の現在位置を示す第２位置情報と前記物品の
配送先を示す配送先情報とを取得する情報取得部と、前記第１位置情報、前記第２位置情
報及び前記配送先情報に基づいて、前記第１輸送機が輸送する前記物品を前記第２輸送機
に受け渡しできる複数の中継位置から使用中継位置を選択することにより運行計画を作成
する運行管理部と、を有する。
【００２０】
　本発明の第３の態様の運行管理方法は、コンピュータが実行する、物品を輸送する第１
輸送機、及び前記第１輸送機から受け渡された前記物品を輸送する第２輸送機の運行計画
を管理する運行管理方法であって、前記第１輸送機の現在位置を示す第１位置情報と、前
記第２輸送機の現在位置を示す第２位置情報と、前記物品の配送先を示す配送先情報とを
取得するステップと、前記第１位置情報、前記第２位置情報及び前記配送先情報に基づい
て、前記第１輸送機が輸送する前記物品を前記第２輸送機に受け渡しできる複数の中継位
置から使用中継位置を選択することにより運行計画を作成するステップと、を有する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、複数種類の輸送機を使用して荷物を運搬する場合に好ましいルートを
決定することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施の形態に係る運行管理システムの概要について説明するための図である。
【図２】運行管理装置の構成を示す図である。
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【図３】記憶部に記憶された輸送機情報テーブルの一例を示す図である。
【図４】表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図５】表示部に表示される画面の第２の例を示す図である。
【図６】運行管理装置が輸送機を選択する動作のフローチャートを示す図である。
【図７】運行管理装置が中継位置を選択する動作のフローチャートを示す図である。
【図８】第２輸送機としての陸上輸送機の移動開始時刻を決定する動作のフローチャート
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
［運行管理システムＳの概要］
　図１は、本実施の形態に係る運行管理システムＳの概要について説明するための図であ
る。運行管理システムＳは、運行管理装置１と、基地局２を介して運行管理装置１と通信
可能な複数の輸送機（飛行輸送機３、水上輸送機４、陸上輸送機５）とを含んで構成され
ている。運行管理装置１は、複数の輸送機の運行を管理する。具体的には、運行管理装置
１は、複数の輸送機が物品を輸送する際の運行時間及び運行ルート等の運行計画を決定し
、決定した運行計画を複数の輸送機それぞれに通知する。
【００２４】
　図１においては、複数の輸送機として、飛行輸送機３（３ａ，３ｂ）、水上輸送機４（
４ａ，４ｂ）及び陸上輸送機５（５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄ）を例示している。飛行輸送機
３は、空中を自律飛行することができる輸送機であり、例えばドローン又は無人小型飛行
機である。水上輸送機４は、海上を自律航行することができる輸送機であり、例えば無人
ボート又は無人船である。陸上輸送機５は、陸上を自律走行することができる輸送機であ
り、例えば無人自動車又は無人自動二輪車である。飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上
輸送機５は、無線通信回線Ｗに接続可能であり、無線通信網（例えば、携帯電話網又はＬ
ＰＷＡ（Low Power Wide Area）通信網）の基地局２を介して運行管理装置１との間でデ
ータを送受信することができる。なお、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５に
人が乗ることができてもよい。
【００２５】
　図１に示す例においては、Ａ島の拠点Ｈ１からＢ島の拠点Ｈ２又は拠点Ｈ３に物品を輸
送することが想定されている。Ａ島とＢ島との間には海があるので、陸上輸送機５だけで
物品を輸送することはできない。また、水上輸送機４は陸上を走行することができないの
で、水上輸送機４だけで物品を輸送することはできない。また、飛行輸送機３の輸送コス
トが高い場合には、飛行輸送機３だけで物品を輸送すると経済的な不利益が生じる。した
がって、物品の大きさ、物品の数、配送元の位置、配送先の位置、天候、輸送時間帯及び
許容コスト等の各種の条件に応じて、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５のい
ずれかを組み合わせて物品を輸送することが求められる。
【００２６】
　飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５のいずれかを組み合わせて物品を輸送す
る場合、異なる複数の輸送機の間で物品の受け渡しを行う中継地が必要になる。図１のＢ
島には、このような中継地として、ポートＰ２とポートＰ３とが設けられている。
【００２７】
　Ａ島の拠点Ｈ１からＢ島の拠点Ｈ２に物品を輸送する場合、多数の輸送機と多数の経路
とを組み合わせることで、多数の輸送方法が考えられる。例えば、拠点Ｈ１から飛行輸送
機３ａでポートＰ２まで輸送した後に、陸上輸送機５ｃでポートＰ２から拠点Ｈ２まで輸
送するという輸送方法が考えられる。また、拠点Ｈ１から水上輸送機４ａでＰ３まで輸送
した後に、陸上輸送機５ｄでポートＰ３から拠点Ｈ２まで輸送するという輸送方法も考え
られる。拠点Ｈ１から拠点Ｈ２まで飛行輸送機３ｂで輸送するという輸送方法も考えられ
る。運行管理装置１は、各種の条件に基づいて、これらの多数の輸送方法から最適な輸送
方法を選択することを特徴としている。
【００２８】
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　運行管理装置１は、例えば、各輸送機の位置に基づいてポートＰ２で物品の受け渡しを
するかポートＰ３で物品の受け渡しをするかを決定し、決定した輸送方法で物品を輸送で
きるように、輸送に用いる輸送機に指示を送信する。運行管理装置１は、指示を送信した
輸送機の位置をディスプレイに表示させ、管理者が、計画通りに物品が輸送されているか
どうかを確認できるようにする。
【００２９】
　以上のとおり、運行管理装置１は、物品を輸送する第１輸送機、及び第１輸送機から受
け渡された物品を輸送する第２輸送機として機能する飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸
上輸送機５の運行計画を管理する。以下、運行管理装置１の構成及び動作を詳細に説明す
る。
【００３０】
［運行管理装置１の構成］
　図２は、運行管理装置１の構成を示す図である。運行管理装置１は、通信部１１と、表
示部１２と、記憶部１３と、制御部１４とを有する。通信部１１は、基地局２を介して飛
行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５との間でデータを送受信するための通信イン
ターフェースを有する。通信部１１は、例えばＬＡＮ（Local Area Network）コントロー
ラを有する。
【００３１】
　表示部１２は、各種の情報を表示するディスプレイである。表示部１２は、例えば、地
図画像に重ねて飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５の位置を表示する。
【００３２】
　記憶部１３は、ハードディスク、ＲＯＭ（Read Only Memory）、又はＲＡＭ（Random A
ccess Memory）等の記憶媒体である。記憶部１３は、制御部１４が実行するプログラムを
記憶している。また、記憶部１３は、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５の運
行計画を記憶している。また、記憶部１３は、制御部１４が運行計画を作成する際に必要
になる各種の情報を記憶している。
【００３３】
　制御部１４は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）である。制御部１４は、記
憶部１３に記憶されたプログラムを実行することにより、情報取得部１４１、運行管理部
１４２及び指示送信部１４３として機能する。
【００３４】
　情報取得部１４１は、運行計画を作成したり、運行状況を管理者が監視できるようにし
たりするための各種の情報を取得する。情報取得部１４１は、例えば、第１輸送機の現在
位置を示す第１位置情報と、第２輸送機の現在位置を示す第２位置情報と、物品の配送先
を示す配送先情報とを取得する。飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５のそれぞ
れは、例えばＧＰＳ（Global Positioning System）衛星から受信した電波に基づいて自
身の緯度・経度を特定し、特定した緯度・経度を示す位置情報を送信する。情報取得部１
４１は、無線通信回線Ｗ及び基地局２を経由して通信部１１が受信した位置情報を取得す
る。情報取得部１４１は、取得した第１位置情報及び第２位置情報を運行管理部１４２に
通知する。
【００３５】
　また、情報取得部１４１は、ＬＡＮ及びインターネット等のネットワークを介して接続
されたコンピュータ（不図示）において入力された配送先情報を取得する。コンピュータ
は、例えば物品を配送する宅配業者の店舗に設置されており、宅配業者が配送する物品の
発送者の住所等の発送元情報、及び配送先の住所等の配送先情報の入力を受け付けて、受
け付けた発送元情報及び配送先情報を運行管理装置１に送信する。情報取得部１４１は、
コンピュータから発送元情報及び配送先情報を受信すると、受信した発送元情報及び配送
先情報を運行管理部１４２に通知する。
【００３６】
　さらに、情報取得部１４１は、さまざまな位置に設置された気象観測装置から気象状態
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を示す気象情報を取得する。気象観測装置は、例えば５秒ごとに気温、風向き、風速、降
雨量等の気象情報を測定し、所定の時間間隔で気象情報を運行管理装置１に送信する。情
報取得部１４１は、各輸送機の周辺の気象情報、発送元の位置の気象情報、配送先の位置
の気象情報、及び発送元と配送先との間の各種の経路上の気象情報等を取得する。情報取
得部１４１は、取得した気象情報を運行管理部１４２に通知する。
【００３７】
　運行管理部１４２は、情報取得部１４１から取得した各種の情報、及び記憶部１３に記
憶された各種の情報に基づいて、輸送機を選択したり中継位置を選択したりすることによ
り、運行計画を作成する。具体的には、運行管理部１４２は、飛行輸送機３、水上輸送機
４及び陸上輸送機５のそれぞれを、どの時点でどこに移動させるかを定めた運行計画を作
成し、作成した運行計画を記憶部１３に記憶させるとともに指示送信部１４３に通知する
。また、詳細については後述するが、運行管理部１４２は第１位置情報及び第２位置情報
を表示部１２に表示させる。運行管理部１４２は、作成した運行計画を表示部１２に表示
させてもよい。
【００３８】
　指示送信部１４３は、運行管理部１４２から通知された運行計画を、通信部１１を介し
て、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５のそれぞれに送信する。このように指
示送信部１４３が運行計画を飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５に通知するこ
とにより、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５は、運行管理部１４２が作成し
た運行計画に基づいて効率的に物品を輸送することができる。
　以下、運行管理部１４２が運行計画を作成する際の動作について詳細に説明する。
【００３９】
（輸送機の選択）
　運行管理部１４２は、物品の発送元の位置、物品の配送先の位置、及び中継位置の少な
くともいずれかに基づいて、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５のうちから第
１輸送機及び第２輸送機を選択する。運行管理部１４２は、発送元に到達することができ
る飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５のうち、発送元の位置（例えば拠点Ｈ１
の位置）との間の距離が最も近い輸送機を、配送元で物品を受け取る第１輸送機として選
択する。図１に示す例の場合、運行管理部１４２は、拠点Ｈ１で物品を受け取る第１輸送
機として陸上輸送機５ａを選択する。
【００４０】
　また、運行管理部１４２は、配送先に到達することができる飛行輸送機３、水上輸送機
４及び陸上輸送機５のうち、配送先にまで物品を輸送するために使用可能な中継位置に最
も近い位置にいる輸送機を、中継位置で物品を受け取る第２輸送機として選択する。図１
に示す例の場合、運行管理部１４２は、ポートＰ２で物品を受け取る第２輸送機として陸
上輸送機５ｃを選択し、ポートＰ３で物品を受け取る第２輸送機として陸上輸送機５ｄを
選択する。このように、運行管理部１４２が物品の配送元の位置、配送先の位置、及び中
継位置等に基づいて輸送機を選択することで、物品を受け取るまでの時間を短縮ができる
とともに、輸送コストを低減することが可能になる。
【００４１】
　ところで、輸送機ごとに物品を輸送可能な数、輸送速度、輸送可能距離及び輸送コスト
が異なる。そこで、運行管理部１４２は、配送する対象となる物品の個数、種別、配送期
限、配送先までの距離及び許容コストの少なくともいずれかに基づいて第１輸送機及び第
２輸送機を選択してもよい。運行管理部１４２は、使用する第１輸送機及び第２輸送機を
選択する際に、記憶部１３に記憶された輸送機情報テーブルを参照する。
【００４２】
　図３は、記憶部１３に記憶された輸送機情報テーブルの一例を示す図である。輸送機情
報テーブルにおいては、輸送機の識別情報である輸送機ＩＤ、輸送機の種別、輸送可能数
、最高速度及び輸送コストが関連付けられている。輸送可能数は、基準となる大きさ（例
えば１辺５０ｃｍの立方体の大きさ）の物品を一度に輸送できる数である。コストは、単



(8) JP 6810192 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

位時間あたりの使用料である。
【００４３】
　運行管理部１４２は、輸送する対象となる物品の数よりも多くの物品を輸送可能な輸送
機を選択する。運行管理部１４２は、例えば５個の物品を輸送する必要がある場合、輸送
機ＩＤが３０００２の飛行輸送機３ではなく、輸送機ＩＤが３０００３の飛行輸送機３を
選択する。運行管理部１４２は、飛行輸送機３が輸送することができない大きさの物品を
輸送する場合、飛行輸送機３ではなく水上輸送機４又は陸上輸送機５を選択する。
【００４４】
　また、運行管理部１４２は、配送期限までに余裕がない場合、最高速度に基づいて輸送
機を選択する。図３に示す例の場合、運行管理部１４２は、配送期限までに余裕がない物
品の輸送に用いる輸送機として、例えば輸送機ＩＤ３０００３の飛行輸送機３を選択する
。一方、配送期限までに余裕があり、かつコストが低いことを優先する必要がある場合、
運行管理部１４２は、輸送機ＩＤ３０００１の飛行輸送機３又は輸送機ＩＤ５０００１の
陸上輸送機５を選択する。
【００４５】
　運行管理部１４２は、複数の候補に対応する複数の中継位置から配送先まで第２輸送機
が移動する経路上の通行状況を示す通行状況情報に基づいて輸送機を選択してもよい。通
行状況情報は、例えば道路の工事の有無に関する情報、及び渋滞情報である。例えば、ポ
ートＰ２と拠点Ｈ２との間の道路が封鎖されている場合、運行管理部１４２は、陸上輸送
機５ｃの代わりに飛行輸送機３ｂによりポートＰ２から拠点Ｈ２まで物品を輸送させる運
行計画を作成する。運行管理部１４２は、ポートＰ２で輸送機を切り替えることなく、飛
行輸送機３ａにポートＰ１から直接拠点Ｈ２まで飛行させる運行計画を作成してもよい。
【００４６】
　運行管理部１４２は、複数の候補に対応する複数の中継位置から配送先まで第２輸送機
が移動する経路上の地形を示す地形情報に基づいて輸送機を選択してもよい。地形情報は
、例えば、坂の多さを示す情報、及び山岳地帯であるか否かを示す情報等である。例えば
、ポートＰ２と拠点Ｈ２との間が山岳地帯であり陸上輸送機５ｃの走行に適していない場
合、運行管理部１４２は、陸上輸送機５ｃの代わりに飛行輸送機３ｂによりポートＰ２か
ら拠点Ｈ２まで物品を輸送させる運行計画を作成する。
【００４７】
（中継位置の選択）
　運行管理部１４２は、第１輸送機の位置を示す第１位置情報、第２輸送機の位置を示す
第２位置情報及び配送先情報に基づいて、第１輸送機が輸送する物品を第２輸送機に受け
渡しできる複数の中継位置から使用する中継位置（以下、使用中継位置という）を選択す
ることにより運行計画を作成する。図１に示す例の場合、複数の中継装置は、ポートＰ２
及びポートＰ３である。
【００４８】
　ここでは、発送元が拠点Ｈ１であり、配送先が拠点Ｈ２であるとする。運行管理部１４
２は、ポートＰ１から拠点Ｈ２まで物品を輸送するために使用可能な輸送機を検索し、飛
行輸送機３ａ及び陸上輸送機５ｃを使用できることを特定したとする。この場合、運行管
理部１４２は、飛行輸送機３ａの現在位置を示す情報（第１位置情報）と、陸上輸送機５
ｃの現在位置を示す情報（第２位置情報）とに基づいて、ポートＰ２及びポートＰ３のう
ち、どちらの中継位置において飛行輸送機３ａと陸上輸送機５ｃとで物品を受け渡すかを
決定する。
【００４９】
　（気象情報に基づく使用中継位置の選択）
　運行管理部１４２は、使用中継位置を選択するために、各種の情報を利用する。運行管
理部１４２は、例えば、情報取得部１４１が取得した、第１輸送機が複数の中継位置のそ
れぞれまで移動する複数の経路上の気象状態を示す第１気象情報に基づいて、使用中継位
置を選択する。具体的には、運行管理部１４２は、ポートＰ１からポートＰ２まで飛行輸
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送機３ａが飛行する経路上でポートＰ２からポートＰ１に向けて逆風が吹いており、ポー
トＰ１からポートＰ３まで飛行輸送機３ａが飛行する経路上でポートＰ１からポートＰ２
に向けた追い風が吹いている場合、ポートＰ３を使用中継位置として選択する。
【００５０】
　運行管理部１４２は、情報取得部１４１が取得した、第２輸送機が複数の中継位置のそ
れぞれから配送先まで移動する複数の経路上の気象状態を示す第２気象情報にさらに基づ
いて、使用中継位置を選択してもよい。運行管理部１４２は、例えば、ポートＰ２と拠点
Ｈ１との間の経路上では大雨が降っておらず、ポートＰ３と拠点Ｈ１との間の経路上では
大雨が降っている場合、ポートＰ２を使用中継位置として選択する。
【００５１】
　運行管理部１４２は、第１気象情報に基づいて使用中継位置を選択した結果と、第２気
象情報に基づいて使用中継位置を選択した結果とが合致しない場合、例えば、より悪い気
象状態の経路を輸送機が通過しないように使用中継位置を選択する。運行管理部１４２は
、第１輸送機及び第２輸送機のうち、気象状態の影響を受けやすい輸送機の経路上の気象
状態に基づく選択結果を優先してもよい。運行管理部１４２は、例えば、陸上輸送機５ｃ
よりも気象状態の影響を受けやすい飛行輸送機３ａの経路上の第１気象情報に基づく選択
結果を優先し、ポートＰ３を使用中継位置として選択する。このようにすることで、運行
管理部１４２は、安全な運行計画を作成することができる。
【００５２】
　（通行状況情報に基づく使用中継位置の選択）
　運行管理部１４２は、情報取得部１４１が取得した、第２輸送機が複数の中継位置から
配送先まで移動する複数の経路上の通行状況を示す通行状況情報に基づいて、使用中継位
置を選択してもよい。図１に示す例の場合、運行管理部１４２は、ポートＰ２と拠点Ｈ２
との間で道路工事が行われていたり、渋滞していたりする場合、ポートＰ３を使用中継位
置として選択する。ただし、運行管理部１４２は、ポートＰ２と拠点Ｈ２との間の経路が
通行不能ではなく、かつポートＰ３と拠点Ｈ２との間の経路上の気象状態が悪い場合、ポ
ートＰ２と拠点Ｈ２との間で道路工事が行われていたり渋滞したりしていても、安全性を
優先してポートＰ２を使用中継位置として選択してもよい。
【００５３】
　（地形情報に基づく使用中継位置の選択）
　運行管理部１４２は、情報取得部１４１が取得した、第２輸送機が複数の中継位置から
配送先まで移動する複数の経路の地形を示す地形情報に基づいて、使用中継位置を選択し
てもよい。運行管理部１４２は、例えばポートＰ２から拠点Ｈ２までの間が山岳地帯であ
り、陸上輸送機５ｃの燃費が悪くなると予想される場合、ポートＰ３を使用中継位置とし
て選択する。
【００５４】
　（中継の必要性の判定）
　運行管理部１４２は、物品の発送元の位置、物品の配送先の位置、物品の個数、種別、
配送期限、及び許容コストの少なくともいずれかに基づいて、中継位置において物品を受
け渡すか否かを決定してもよい。運行管理部１４２は、例えば、発送元の位置と配送先の
位置との間に海がある場合には、中継位置において飛行輸送機３又は水上輸送機４と陸上
輸送機５との間で物品を受け渡すことに決定する。また、運行管理部１４２は、発送元の
位置と配送先の位置との間の距離が、飛行輸送機３、水上輸送機４又は陸上輸送機５が移
動可能な距離よりも長い場合、中継位置において物品を受け渡すことに決定する。
【００５５】
　また、運行管理部１４２は、多数の発送元から一つの配送先に物品を輸送する必要があ
る場合、多数の発送元と一つの配送先との間の中継位置において物品を受け渡すことに決
定する。その際、中継位置から配送先まで物品を輸送するために使用する輸送機として、
多数の発送元から中継位置まで物品を輸送するために使用する輸送機よりも多くの物品を
輸送可能な輸送機を選択する。
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【００５６】
　また、運行管理部１４２は、配送期限までに余裕がなく、かつ許容コストが大きい場合
、発送元と配送先との間に２箇所の中継位置を設定し、２箇所の中継位置の間の区間にお
いて高速に飛行が可能な輸送機ＩＤ３０００３の飛行輸送機３を使用することに決定する
。このようにすることで、高速に飛行が可能な飛行輸送機３が離陸と着陸のために広いス
ペースが必要であり、発送元及び配送先に到達することができない場合にも、２箇所の中
継位置の間の区間において物品を高速に輸送できるので、発送元から配送先までの輸送時
間を短縮することが可能になる。
【００５７】
（移動開始タイミングの決定）
　発送元から配送先までの間に中継位置を設ける場合、中継位置に到着した第１輸送機か
ら第２輸送機に物品を受け渡す際に要する時間を最小限に留めるために、第１輸送機が中
継位置に到着する前に第２輸送機が中継位置に到着しておくことが望ましい。そこで、運
行管理部１４２は、第１輸送機の現在位置（例えば拠点Ｈ１の位置）から中継位置までの
距離と第１輸送機の移動速度との関係、及び第２輸送機の現在位置から中継位置までの距
離と第２輸送機の移動速度との関係に基づいて、第１輸送機が中継位置に到達する前に第
２輸送機が中継位置に到達するように、第１輸送機及び第２輸送機の運行計画を作成する
。
【００５８】
　このような運行計画を作成するために、運行管理部１４２は、まず、第１輸送機の現在
位置から中継位置までの距離と第１輸送機の移動速度との関係に基づいて、第１輸送機が
中継位置に到達するまでに要する時間を算出する。運行管理部１４２は、第１輸送機が現
在位置を出発する予定の時刻に、算出した時間を加算することにより、第１輸送機が中継
位置に到達する予定時刻を算出する。
【００５９】
　続いて、運行管理部１４２は、第２輸送機の現在位置から中継位置までの距離と第２輸
送機の移動速度との関係に基づいて、第２輸送機が中継位置に到達するまでに要する時間
を算出する。運行管理部１４２は、第１輸送機が中継位置に到達する予定時刻から、算出
した時間を減算することにより、第２輸送機が現在位置から出発するべき時刻を決定する
。
【００６０】
　運行管理部１４２は、第１輸送機が想定した予定時刻よりも早く中継位置に到達する場
合や、第２輸送機が想定した所要時間以上に中継位置に到達するまでに時間を要する場合
に備えて、決定した時刻よりも所定の余裕時間だけ前の時刻に第２輸送機を出発させても
よい。運行管理部１４２は、例えば第１輸送機が移動する経路上の気象状態が良好な場合
に余裕時間を大きくし、第１輸送機が移動する経路上の気象状態が良好でない場合に余裕
時間を小さくする。このようにすることで、運行管理部１４２は、気象状態が良好なため
に第１輸送機が早く中継位置に到達した場合であっても、第１輸送機を待たせることなく
第２輸送機に物品を受け渡すことができる。
【００６１】
　運行管理部１４２は、情報取得部１４１が取得した複数の第２位置情報に基づいて、複
数の第２輸送機のうち少なくとも一台の第２輸送機を、第１輸送機が中継位置に到達する
前に中継位置に到達させるようにしてもよい。図１に示す例の場合、運行管理部１４２は
、第２輸送機となる陸上輸送機５ｃ及び陸上輸送機５ｄのうち、中継位置として使用され
るポートＰ２まで先に到達できると想定される陸上輸送機５ｃが、ポートＰ１から飛行し
てくる飛行輸送機３ａがポートＰ２に到達するよりも前にポートＰ２に到達するように陸
上輸送機５ｃの出発時刻を決定する。このようにすることで、運行管理部１４２は、より
確実に、第１輸送機が中継位置に到達する前に第２輸送機を中継位置に到達させることが
できる。
【００６２】
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（中継位置までの経路の決定）
　第１輸送機から物品を受け取るために第２輸送機が中継位置に移動するまでの経路上に
、物品の発送元が存在する場合がある。例えば、図１に示す例において、拠点Ｈ１から発
送された物品Ａを拠点Ｈ２に配送するとともに、拠点Ｈ３から他の物品Ｂを拠点Ｈ１に配
送する必要があるとする。このような場合、物品Ａを受け取るために陸上輸送機５ｃをポ
ートＰ２に移動させ、物品Ｂを発送するために陸上輸送機５ｄをポートＰ２に移動させる
と非効率である。
【００６３】
　そこで、運行管理部１４２は、情報取得部１４１が取得した第２輸送機が中継位置に移
動する前に通過する地点を示す通過地点情報に基づいて、第２輸送機が中継位置に到達す
るまでの運行計画を作成してもよい。図１の例において、運行管理部１４２は、拠点Ｈ３
が通過地点であることを示す通過地点情報を情報取得部１４１から取得すると、陸上輸送
機５ｄが拠点Ｈ３に立ち寄って物品Ｂを受け取った後に、陸上輸送機５ｄをポートＰ２に
移動させ、ポートＰ２において飛行輸送機３ａから受け取った物品Ａを積んだ陸上輸送機
５ｄにポートＰ２から拠点Ｈ２まで移動させるように運行計画を作成する。
【００６４】
　この運行計画によれば、陸上輸送機５ｄは、ポートＰ２において物品Ｂを降ろした後に
、飛行輸送機３ａから物品Ａを受け取り、受け取った物品Ａを拠点Ｈ２にまで輸送するこ
とができる。また、物品Ａを輸送した飛行輸送機３ａは、物品Ａを降ろした後に物品Ｂを
受け取って拠点Ｈ１に向けて輸送することができる。このようにすることで、輸送機が物
品を搭載しない状態で移動する期間を短くすることができるので、輸送効率が向上する。
【００６５】
（衝突の防止）
　運行管理部１４２は、輸送機同士の衝突を防ぐことを考慮して運行計画を作成する。運
行管理部１４２は、例えば、情報取得部１４１が取得した、有人の飛行機から送信される
ＡＤＳ（Automatic Dependent Surveillance）情報、及び有人の船舶から送信されるＡＩ
Ｓ（Automatic Identification System）情報に基づいて、飛行輸送機３が飛行機及び船
舶から所定の距離内の領域を飛行しない運行計画を作成する。具体的には、第１輸送機又
は第２輸送機が飛行輸送機３である場合、運行管理部１４２は、飛行輸送機３の飛行経路
が船舶から所定の距離以上離れるように運行計画を作成する。運行管理部１４２は、例え
ば、船舶が航行中の位置から所定の範囲内の領域の上空を飛行輸送機３が飛行しないよう
にする。このようにすることで、飛行輸送機３が他の飛行機又は船舶と衝突することを未
然に防ぐことができる。
【００６６】
（各輸送機の位置の表示）
　上述したとおり、表示部１２は、情報取得部１４１から取得した飛行輸送機３、水上輸
送機４及び陸上輸送機５の位置情報に基づいて、地図画像に重ねて飛行輸送機３、水上輸
送機４及び陸上輸送機５の位置を表示する。表示部１２は、運行管理部１４２から取得し
た運行計画に基づいて、運行管理装置１のユーザ（例えば宅配業者の管理者）により指定
された時刻における飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５の予定位置を表示して
もよい。表示部１２は、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５の指定された時刻
における予定位置と現在位置とを同時に表示してもよい。
【００６７】
　ユーザは、輸送状態について関心がある物品の位置によって、確認したい内容が変化す
る。例えば、ユーザは、物品を輸送中の第１輸送機が順調に飛行、航行又は走行している
場合、他の物品の輸送状態も俯瞰的に把握することを優先したいという傾向にある。一方
、物品の受け渡しが行われる中継位置に近づくと、物品を受け取る側の第２輸送機が到着
しているか否かを確認したいという傾向にある。
【００６８】
　そこで、運行管理部１４２は、物品を輸送中の第１輸送機の現在位置に基づいて、第１
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輸送機の現在位置及び第２輸送機の現在位置を表示部１２に表示させる際の縮尺を変化さ
せてもよい。運行管理部１４２は、例えば、第１輸送機の現在位置が中継位置から所定の
距離内になったことを条件として、第１輸送機の周辺領域又は中継位置の周辺領域を拡大
表示させる。所定の距離は、例えば、第１輸送機から物品を受け取る第２輸送機が中継位
置に到達する予定時刻の時点で第１輸送機が到達するべき位置から中継距離までの距離で
ある。運行管理部１４２は、第２輸送機が中継位置に到達した後に、中継位置と第１輸送
機とが含まれるように拡大表示させてもよい。
【００６９】
　また、運行管理部１４２は、物品を輸送中の第１輸送機の現在位置に基づいて、第１輸
送機の現在位置の周辺エリアの表示態様を変化させてもよい。運行管理部１４２は、例え
ば、物品を輸送中の第１輸送機が中継位置から所定の範囲内に到達した時点で、物品を受
け取る第２輸送機の現在位置の周辺エリアを詳細化して表示させる。運行管理部１４２は
、例えば、第１輸送機が中継位置から所定の範囲内に到達した時点で、第２輸送機の周辺
領域及び中継位置の周辺領域の建物、地形、地名等を表示させる。このようにすることで
、ユーザは、第１輸送機が中継位置に近づいた時点で中継位置付近の状況を詳細に確認で
きるので、第２輸送機が中継位置に到達していないような場合に、適切な対応策を講じや
すくなる。
【００７０】
　また、運行管理部１４２は、輸送機にトラブルやエラー等が発生した場合に、トラブル
やエラー等が発生した輸送機の周辺領域を拡大して表示させてもよい。このようにするこ
とで、ユーザは、トラブルやエラー等が発生した輸送機を退避させる場所を探すといった
対応策を講じやすくなる。
【００７１】
　図４は、表示部１２に表示される画面の一例を示す図である。図４は、ユーザが選択し
た第１輸送機としての飛行輸送機３ａが、物品を受け渡す予定のポートＰ２から所定の距
離以上離れている状態で表示される画面である。図４においては、図１に示した全ての飛
行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５が、Ａ島、Ｂ島等の地図画像と共に示されて
いる。
【００７２】
　図５は、表示部１２に表示される画面の第２の例を示す図である。図５は、ユーザが選
択した飛行輸送機３ａが、物品を受け渡す予定のポートＰ２から所定の距離未満になった
状態で表示される画面であり、飛行輸送機３ａの周辺が拡大表示されている。そして、図
５においては、ユーザが選択した飛行輸送機３ａ、及び飛行輸送機３ａから物品を受け取
る第２輸送機としての陸上輸送機５ｃが強調表示されている。ユーザは、このように拡大
された画面を見ることで、物品を受け取る予定の陸上輸送機５ｃがポートＰ２の近くに到
達していることを確認できる。
【００７３】
　仮に陸上輸送機５ｃがポートＰ２の近くに到達していない場合、ユーザは、表示の縮尺
を変更する操作をして、より広い範囲を表示させることで、陸上輸送機５ｃがどこにいる
かを確認することができる。ユーザは、陸上輸送機５ｃの輸送機ＩＤを入力して検索し、
陸上輸送機５ｃが含まれる範囲を表示させてもよい。
【００７４】
　なお、以上の説明においては、表示部１２が飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送
機５の位置を表示する場合を例示したが、情報取得部１４１及び運行管理部１４２は、通
信部１１を介して外部のディスプレイに位置情報及び運行計画を送信し、外部のディスプ
レイに、飛行輸送機３、水上輸送機４及び陸上輸送機５の予定位置及び現在位置を表示さ
せてもよい。
【００７５】
［運行管理装置１が輸送機を選択する動作のフローチャート］
　図６は、運行管理装置１が輸送機を選択する動作のフローチャートを示す図である。図
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６に示すフローチャートは、運行管理装置１を用いて運行計画を管理するユーザが、物品
を輸送する輸送機を選択するための操作を行ったことを契機として開始する。
【００７６】
　まず、運行管理部１４２は、情報取得部１４１が取得した発送元情報及び配送先情報に
基づいて、発送元の位置と配送先の位置との関係を特定する（Ｓ１）。そして、運行管理
部１４２は、発送元の位置と配送先の位置との関係に基づいて、使用する輸送機の種別を
決定する（Ｓ２）。運行管理部１４２は、例えば、発送元と配送先との間に海が存在する
場合、飛行輸送機３又は水上輸送機４を選択し、発送元と配送先との間に海が存在しない
場合、飛行輸送機３又は陸上輸送機５を選択する。
【００７７】
　続いて、運行管理部１４２は、輸送するために必要な各種の条件（例えば、物品の個数
、種別、配送期限、配送先までの距離及び許容コスト）を特定する（Ｓ３）。続いて、運
行管理部１４２は、図３に示した輸送機情報テーブルに含まれるような輸送機に関する情
報を参照することにより、ステップＳ２において決定した種別の輸送機のうち、輸送する
条件に適した輸送機を選択する（Ｓ４）。
【００７８】
［運行管理装置１が中継位置を選択する動作のフローチャート］
　図７は、運行管理装置１が中継位置を選択する動作のフローチャートを示す図である。
図７に示すフローチャートは、運行管理装置１を用いて運行計画を管理するユーザが、物
品を輸送する飛行輸送機３ａが飛行する目的地となる中継位置を選択するための操作を行
ったことを契機として開始する。運行管理装置１は、図６に示した手順で輸送機を決定し
たことを契機として、図７に示す動作を開始してもよい。
【００７９】
　まず、運行管理部１４２は、情報取得部１４１から取得した気象情報に基づいて、飛行
輸送機３ａの出発地からポートＰ２までの飛行路の気象状況が良好であるか否かを判定す
る（Ｓ１１）。運行管理部１４２は、飛行路の気象状況が良好であると判定した場合（Ｓ
１１においてＹＥＳ）、ポートＰ２から配送先までの道路の周辺の気象状況が良好である
か否かを判定する（Ｓ１２）。
【００８０】
　続いて、運行管理部１４２は、ポートＰ２から配送先までの道路の周辺の気象状況が良
好であると判定した場合（Ｓ１２においてＹＥＳ）、ポートＰ２から配送先までの道路の
通行状況が良好であるか否かを判定する（Ｓ１３）。運行管理部１４２は、通行状況が良
好であると判定した場合（Ｓ１３においてＹＥＳ）、ポートＰ２から配送先までの地形が
陸上輸送機５ｃによる走行に適しているか否かを判定する（Ｓ１４）。運行管理部１４２
は、地形が良好であると判定した場合（Ｓ１４においてＹＥＳ）、中継位置としてポート
Ｐ２を選択する（Ｓ１５）。
【００８１】
　一方、運行管理部１４２は、Ｓ１１からＳ１４までのいずれかの判定結果がＮＯである
場合、ポートＰ３に対して、Ｓ１１からＳ１４までと同様の判定を行う（Ｓ１６）。運行
管理部１４２は、ポートＰ３に対する判定結果がポートＰ２に対する判定結果よりも良好
である場合（Ｓ１６においてＹＥＳ）、中継位置としてポートＰ３を選択する。運行管理
部１４２は、ポートＰ３に対する判定結果がポートＰ２に対する判定結果よりも悪い場合
（Ｓ１６においてＮＯ）、中継位置としてポートＰ２を選択する。
【００８２】
　ステップＳ１６における判定をする際に、運行管理部１４２は、例えば、Ｓ１１からＳ
１４までの各判定においてＹＥＳと判定された個数を比較することにより、ポートＰ２と
ポートＰ３を比較する。運行管理部１４２は、判定項目ごとに定められた係数で重み付け
して評価点を算出し、評価点を比較することによりポートＰ２とポートＰ３を比較しても
よい。運行管理部１４２は、ポートＰ２の評価点とポートＰ３の評価点が同一である場合
、その旨をユーザに通知するための情報を表示部１２に表示してもよい。
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【００８３】
　なお、運行管理部１４２は、上記の判定条件以外の条件に基づいて中継位置を選択して
もよい。運行管理部１４２は、例えば、使用可能な輸送機に適しているか否かに基づいて
、中継位置を選択してもよい。　
【００８４】
［第２輸送機の移動開始時刻を決定する動作のフローチャート］
　図８は、第２輸送機としての陸上輸送機５ｃの移動開始時刻を決定する動作のフローチ
ャートを示す図である。図８に示すフローチャートは、ユーザが第２輸送機の移動開始時
刻を決定するための操作を行ったことを契機として開始する。
【００８５】
　まず、運行管理部１４２は、情報取得部１４１から取得した位置情報に基づいて、第２
輸送機が物品を受け取る対象となる第１輸送機としての飛行輸送機３ａの現在位置を特定
する。また、運行管理部１４２は、記憶部１３に記憶された輸送機情報テーブルを参照す
ることにより、飛行輸送機３ａの移動速度を特定する（Ｓ２１）。運行管理部１４２は、
情報取得部１４１から取得した位置情報が示す位置の単位時間あたりの変化量に基づいて
、飛行輸送機３ａの移動速度を特定してもよい。運行管理部１４２は、特定した飛行輸送
機３ａ現在位置と中継位置との間の距離、及び特定した飛行輸送機３ａの移動速度に基づ
いて、飛行輸送機３ａが中継位置に到達する時刻を推定する（Ｓ２２）。
【００８６】
　続いて、運行管理部１４２は、中継位置に来ることができる複数の陸上輸送機５の現在
位置と移動速度とを特定する（Ｓ２３）。運行管理部１４２は、特定した現在位置と中継
位置との距離、及び移動速度に基づいて、複数の陸上輸送機５のそれぞれが中継位置に到
達するまでの所要時間を算出する（Ｓ２４）。運行管理部１４２は、中継位置に先に到達
すると推定した陸上輸送機５を第２輸送機として選択する（Ｓ２５）。
【００８７】
　ここでは、運行管理部１４２が陸上輸送機５ｃを選択したものとする。運行管理部１４
２は、第２輸送機として陸上輸送機５ｃを選択すると、Ｓ２４で算出した所要時間と、Ｓ
２２で推定した飛行輸送機３ａが中継位置に到達する時刻とに基づいて、陸上輸送機５ｃ
が飛行輸送機３ａよりも前に中継位置に到達できるように、陸上輸送機５ｃの移動開始時
刻を決定する（Ｓ２６）。
【００８８】
［本実施の形態に係る運行管理装置１による効果］
　以上説明したように、運行管理部１４２は、物品を輸送する第１輸送機の位置、第１輸
送機から物品を受け取る第２輸送機の位置、及び配送先を示す情報に基づいて、複数の中
継位置から使用する中継位置を選択することにより運行計画を作成する。このようにする
ことで、運行管理装置１は、複数種類の輸送機を使用して物品を輸送する場合に好ましい
ルートを決定することができる。
【００８９】
　また、運行管理部１４２は、第１輸送機の位置から複数の中継位置までの経路上の気象
状態を示す第１気象情報、又は第２輸送機の位置から複数の中継位置までの経路上の気象
状態を示す第２気象情報にさらに基づいて使用中継位置を選択する。このようにすること
で、運行管理装置１は、天候の影響で遅延が生じたり、事故が起きたりする確率が低い運
行計画を作成することができる。
【００９０】
　また、運行管理部１４２は、中継位置から配送先までの経路上の通行状況や地形に基づ
いて中継位置を選択する。このようにすることで、道路工事、渋滞又は地形の影響で第２
輸送機が遅延する確率が低い運行計画を作成することができる。
【００９１】
　また、運行管理部１４２は、第１輸送機が中継位置に到達する前に第２輸送機が中継位
置に到達するように、第１輸送機及び第２輸送機の運行計画を作成する。このようにする
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ことで、第１輸送機が中継位置に到達した時点で速やかに物品を第２輸送機に渡すことが
できるので、物品の配送時間を短縮することができる。
【００９２】
　また、運行管理部１４２は、第１輸送機の現在位置に基づいて、第１輸送機の現在位置
の周辺エリアの表示態様を変化させる。例えば、運行管理部１４２は、第１輸送機が中継
位置から所定の範囲内に到達した時点で、第１輸送機の現在位置の周辺エリアを詳細化し
て表示させる。このようにすることで、ユーザは、第１輸送機が中継位置に近づいた時点
で中継位置付近の状況を詳細に確認できるので、第２輸送機が中継位置に到達していない
ような場合に、適切な対応策を講じやすくなる。
【００９３】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例
えば、装置の分散・統合の具体的な実施の形態は、以上の実施の形態に限られず、その全
部又は一部について、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することがで
きる。また、複数の実施の形態の任意の組み合わせによって生じる新たな実施の形態も、
本発明の実施の形態に含まれる。組み合わせによって生じる新たな実施の形態の効果は、
もとの実施の形態の効果を合わせ持つ。
【符号の説明】
【００９４】
１　運行管理装置
２　基地局
３　飛行輸送機
４　水上輸送機
５　陸上輸送機
１１　通信部
１２　表示部
１３　記憶部
１４　制御部
１４１　情報取得部
１４２　運行管理部
１４３　指示送信部
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